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※くらし 110番相談は常時本庁舎でも受け付けています。　
※女性一般相談は予約制です。予約先　男女共同参画センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （0857）24-2704（0857）24-2704

専門

相談

市民総合相談窓口オープン

市民総合相談窓口業務の流れ

市民総合相談窓口で、各種専
門相談を実施します。
受付は各会場の総合案内まで

１月～３月の予定１月～３月の予定

▲

駅南庁舎の相談窓口は、総合窓口の後ろに設置

●●本庁舎本庁舎

　

窓
口
に
は
、
み
な
さ
ん
に
安
心

し
て
ゆ
っ
く
り
相
談
し
て
い
た
だ

け
る
よ
う
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
配

慮
し
た
個
別
の
ブ
ー
ス
や
個
室
を

設
け
ま
し
た
。

　

な
お
、
相
談
に
は
窓
口
担
当
職

員
が
当
た
り
ま
す
が
、
内
容
に
よ

っ
て
は
業
務
担
当
の
職
員
も
同
席

し
、
一
緒
に
お
話
を
う
か
が
い
ま

す
。

　

各
相
談
窓
口
に
は
、
電
話
や
パ

ソ
コ
ン
、
そ
し
て
パ
ソ
コ
ン
カ

メ
ラ
を
使
用
し
た
テ
レ
ビ
電
話
を

整
備
し
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
庁

舎
が
離
れ
て
い
る
場
合
で
も
、
電

話
や
映
像
を
通
じ
て
、
担
当
課
か

ら
の
説
明
や
書
類
確
認
を
行
う
ほ

か
、
各
種
書
類
・
説
明
資
料
な
ど

を
担
当
課
か
ら
取
り
寄
せ
て
窓
口

で
お
渡
し
す
る
な
ど
、
連
携
し
て

サ
ー
ビ
ス
の
充
実
を
図
り
ま
す
。

　

本
市
で
は
、
く
ら
し
１
１
０
番

相
談
事
業
を
は
じ
め
と
し
た
各
種

専
門
相
談
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、

こ
の
た
び
の
総
合
相
談
窓
口
の
開

設
と
併
せ
、相
談
会
場
を
拡
充
し
、

利
用
す
る
市
民
の
利
便
性
の
向
上

を
図
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

市
役
所
本
庁
舎

市
民
総
合
相
談
課
（
０
８
５
７
）

20̶

３
１
５
８

●●駅南庁舎駅南庁舎

庁　舎　名 整　備　概　要
本 庁 舎 相談ブース3つ、相談個室1つを市民総合相談課内に整備します。

駅南庁舎 相談ブース２つを現在の総合窓口の後ろに整備します。
併せて既存の会議室を必要に応じて相談用に使用します。

各総合支所 各支所１室、既存の会議室を相談用として使用します。

各庁舎相談窓口の整備概要各庁舎相談窓口の整備概要

相談事業名および内容 と　　き
くらし110番相談
日常生活の中での疑問、困りごと相談

毎週月（祝日の場合は翌日）、
金曜日の午後 1時～ 5時

社会福祉協議会一般相談
生活上の何でも困りごと相談

毎月第 2、4水曜日
午後 1時～ 5時

人権相談
人権問題等に関する相談

毎月第 4火曜日
午後 1時～ 5時

女性なんでも相談（一般）
女性のための困りごと相談（生活、健康など）

２月と 3月の第 2木曜日
午後 1時～ 3時  

相談事業名および内容 と　　き
人権相談
人権問題等に関する相談

毎月第 2木曜日
午後１時～５時

介護保険に関する相談
高齢社会課（駅南庁舎）担当職員が応対

1月 10日（水）、2月 7日（水）
3月   7 日（水）午後１時～５時

国民健康保険に関する相談
保険年金課（駅南庁舎）担当職員が応対 1月 24日（水）午後１時～５時

老人医療に関する相談　同 上 2月 21日（水）午後１時～５時
国民年金に関する相談　同 上 3月 22日（木）午後１時～５時

市市　　　　民民

必要に応じて
担当課も同席

相談窓口職員相談窓口職員

●●プライバシーに配慮した相談空間プライバシーに配慮した相談空間

●●相談窓口担当職員が常駐相談窓口担当職員が常駐

●●みなさんの相談に迅速に対応みなさんの相談に迅速に対応

●●各相談窓口（各相談窓口（本庁舎、駅南庁舎、総合支所本庁舎、駅南庁舎、総合支所））

　　が電話、パソコン、映像などで連携が電話、パソコン、映像などで連携

担 当 部 署担 当 部 署

業務担当者業務担当者

相談窓口で受けた案件は、市
民総合相談窓口が責任をもっ
て回答します。
※内容によっては回答までに
日数がかかる場合があります。

相相  

談談
説説  

明明
回回  

答答
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応
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頼
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応
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頼
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果
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告

結
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③
各
種
専
門
相
談
事
業
の
改
善

③
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事
業
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改
善
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連
携
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携
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駅南庁舎の市民総合相談窓口駅南庁舎の市民総合相談窓口

プライバシーに配慮した窓口プライバシーに配慮した窓口

相相  

談談

相談窓口での
相談の結果、
担当部署と直
接相談される
こととなった
場合


